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【表1.5.1-1】近畿他府県との比較

※市町村立高等学校含む

全日制＋定時制（通信制除く）

本校＋分校

出典：平成19年度学校基本調査報告書（文部科学省）

※事務職員数は定数を置いている。

府立高校の１校当たり教員数は50.33人、１校当たり事務職員数が5.02人となっている。教員数については近畿府県

平均が50.66人、全国平均が46.32人であるので、概ね他府県並と思われるが、事務職員数は近畿府県平均が4.29人、全

国平均が4.38人であるのに対し、京都府の１校当たり事務職員5.02人は相対的に高いことがわかる。

教職員数は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和36年法律第188号）及び同施行令に

より標準法定数が定められている。

人員数の妥当性を検証するために全日制・定時制・通信制別の法定数を京都府の教職員数と比較は、【表1.5.1-2】の

とおりである。

【表1.5.1-2】府立高校教職員配置数

全日制の事務職員が標準法定数195人に対し259人と約３割程度も多く、また、定時制の教諭等が標準法定数147人に

対し162.5人と約１割程度多くなっている。換言すれば、府立高等学校等の事務職員は余裕のある仕事をしている、と

も言える。

前述の１校当たりの事務職員数の分析と考え併せれば、効率性の観点から事務職員数につき改善しなければならいで

あろう。

さらに、参考データとして学校別に分析すると【表1.3.1-3】となる。なお、下表は事務職員の標準数に対し人数の

少ない順にソートして表示している。また、比較的北部地域に位置する学校に網掛けをしている。



152

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成21年４月30日 木曜日

【表1.5.1-3】学校別事務職員配置数
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事務職員配置数を超える学校については、分校や定時制・通信制をかかえる学校が多い。各校毎にその原因を明らか

にし、標準法定数におさまるよう改善に取り組む必要がある。府民から預かった税金を最大限効率的に費消し、府民に

役立つサービスを提供するということは行政の使命であり、より生産性の高い事務作業の仕組みを構築し、より少ない

事務職員数で今まで以上のクオリティの事務を完結することは、府の逼迫した財政状態から考えれば喫緊の課題である。

1.5.2.生徒数と教職員数について

次に、教員数、事務職員数と生徒数との関係について検討を行う。

教員、事務職員の効率性を判断するひとつの指標として教員・事務職員１人当たりの生徒数が挙げられる。教職員が

効率的に業務を行なうことは人件費の削減につながり、結果的に効率的な学校運営に結びつく。前述のとおり効率性に

問題があると思われる事務職員を中心に検討していく。

府立高校の学校別の１人当たりデータを分析すると【表1.5.2-1】となる。当表は事務職員１人当たり生徒数の多い

順にソートしている。また、北部地域の学校に網掛けをしている。
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【表1.5.2-1】学校別教職員配置数

※事務職員１人当たりの生徒数が多いものランキングになっている。

※（ ）…分校

※網掛け…北部地域

全日制の事務職員１人当たりの生徒数は180人から60人まで学校毎に３倍程度の格差が生じている。

ところで、京都府内の私立高等学校の状況はどのようになっているかを表わしたのが【表1.5.2-2】ある。私立高校

と府立高校を対比することにより、効率性について検討する。
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【表1.5.2-2】私立高等学校の状況

私立高校と府立高校を要約対比すると以下となる。なお、定時制・通信制高校は除いている。

【表1.5.2-3】私立高等学校との比較

上記結果については、府立高校と私立高校では学校の事務職員の担当する仕事の内容（範囲）が異なっていることを

考慮しなければならない。府立高校の事務職員の担当業務は、概ね給与・旅費計算・物品購入等の庶務、経理業務であ

るが、私立高校の場合は上記に加えて入試等の募集、職員採用、予算管理業務など、府の教育庁で担っている業務も学

校で行なっている。私立高校であれば事務職員が執行しているであろう事務を推察し、公立高等学校の事務的な運営に

係わる教育庁内の職員数の聞き取りを行い、監査人が独自に試算した結果が修正後の府立高校の数値である。

【表1.5.2-3】を見る限り、府立高校の方が効率的な事務が行われているように見えるが、私立高校が数校の運営を
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行っているに過ぎず、府立高校においては50校の運営を行っていることを考慮すると、給与計算等大人数をまとめて処

理できる等の規模の利益を享受できていないように思われる。

事務職員数は、標準法定数と比べ約３割も多く、また、近畿他府県や全国平均と比べても、１校当たりの事務職員数

が明らかに多い。学校毎に諸々の事情があるものと推察するが、在籍する事務職員の業務内容を明確にし、業務の合理

化を図ることが必要である。

また、分析データより相対的に事務職員が多い学校は北部地域の学校に多いことがわかる。その理由は、生徒の収容

定員が少なく効率が悪いことや分校の影響等が考えられる。北部地域の高校及び分校につき、再編等の見直しを計画的

かつ早期に取組まなければ、抜本的な人員削減は図れないと考える。

1.5.3.教職員の職務

各課程別の各学校別の教職員の人数等の状況は下記【表1.5.3】に示すとおりである。

この表を分析すると、

・ 教頭１人当たりの教員数、職員数、生徒数は北低南高の傾向がある。

・ たとえば普通科と農業科といったように複数科を持つ高等学校の場合、２人の教頭を配置することが多いが、複

数学科を持つ高校でも教頭は１人であるケースも多く見受けられる。

・ 定時制の場合、教員数、職員数、生徒数ともに少ないため、教頭１人当たりのそれぞれの人数は少ない。業務量

が少ない、とも見える。

・ 逆に養護学校等では、生徒数の割に教職員の数が多いため、教頭１人当たりの教員数、職員数は多いものの、教

頭１人当たりの生徒数は多い結果となった。

・ 定時制高等学校を見てみると、夜間定時制が行われる場合は教頭が配置されているが、昼間定時制でも教頭が単

独に定時制の教頭として配置されている。昼間定時制は分校に限られている。

教頭１人当たりの教員数、職員数、生徒数は学校によって随分差がある。それは「第２ 監査対象の概要 ３ 京都

府の状況 3.4.教職員 3.4.5.教職員の職務」で述べたように、学校教育法第61条では「高等学校には、全日制の課程、

定時制の課程又は通信制の課程のうち２以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教

頭を置かなければならない。ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程につい

ては、この限りでない。」と規定されていることに起因すると考えられる。言い換えれば、必ずしも教頭の業務量にし

たがって配員されているわけではない。実際、監査人がそのように確信した事例も見受けられた。

法令の範囲内で教育水準を落とすことなく組織のスリム化に取組むべきであろう。生徒数の減少や、京都府財政の逼

迫、という状況の中で、府の高校教育も例外ではない。今一度、管理職の業務を見直し、適正範囲の最小限の人数で効

率的に運営されるよう配置すべきである。
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【表1.5.3】課程別学校別校長数、教頭数、教職員数、生徒数の状況 その１

※教員数には、校長、教頭を含む。
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【表1.5.3】課程別学校別校長数、教頭数、教職員数、生徒数の状況 その２

注：府作成資料を加工した。 は人数が少なく、 は人数が多いことを示す

1.5.4．学校運営費について

学校運営費は各府立学校の運営のため、本庁より割振りされる費用であり、その使用は各学校の校長に委ねられてお

り小科目の予算は定められていない。学校運営費は各学校で自由に使用することができる費用といえる。ただし、教職

員に係る人件費や旅費等の本庁教職員課で担当している費用は学校運営費には含まれないので留意が必要である。

平成18年度の全国の学校運営費の状況は、【表1.5.4-1】のとおりである。
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【表1.5.4-1】平成18年度都道府県立高等学校運営費の状況

※ 全日制のみ

※ 一人当たりの金額が低いものランキングになっている。

学校運営費の金額は各都道府県により集計範囲が異なっており、本庁所管分が含まっているものもあると思われるが、

単純に比較したところでは京都府の生徒１人当たりの学校運営費は少ない方から数えてランキング10位であり全国平均

値を下回っている。京都府の学校運営費の額は相対的に高くはないと推察される。

京都府全日制の学校別の学校運営費の状況をまとめると、【表1.5.4-2】のとおりである。


